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事実の概要

　当時 7 歳の男児であった被害者Ｖ（以下、Ｖ）
は、平成 26 年 11 月中旬頃、1 型糖尿病と診断さ
れ、病院に入院した。1 型糖尿病の患者は、体外
からインスリンを定期的に摂取しなければ糖尿病
性ケトアシドーシスを併発し、死に至るが、イン
スリンを定期的に摂取すれば通常の生活を送るこ
とができるため、Ｖの退院後、Ｖの母親Ａ（以下、
Ａ）及び父親Ｂ（以下、Ｂ）はＶにインスリンを
定期的に投与し、Ｖは通常の生活を送ることがで
きた。しかし、Ａは、Ｖの病気を何とか完治させ
たいと考え、わらにもすがる思いで、非科学的な
力による難病治療を標ぼうしていた被告人Ｘ（以
下、Ｘ）にＶの治療を依頼した。Ｘに 1 型糖尿病
に関する医学的知識はなかったが、ＸはＶを完治
させられると断言し、同年 12 月末頃、Ｖの両親
との間で、Ｖの治療契約を締結した。Ｘの治療は、

（龍神の力で）Ｖの状態を透視し、遠隔操作を行う
（死神を退散させる）というものであったが、Ａは
ＸがＶを完治させられる旨断言したことなどから
Ｘを信頼し、Ｘの指示に従うようになった。なお、
Ｘは、その頃、ＡからＶがインスリンを投与しな
ければ生きられないとの説明を受け、その旨認識
していた。
　Ｘは、平成 27 年 2 月上旬頃、Ａに対し、イン
スリンは毒であるなどとしてＶにインスリンを投
与しないよう指示し、Ａ及びＢは、Ｖへのインス
リン投与を中止したところ、Ｖの症状は悪化し、
糖尿病性ケトアシドーシスの症状を来している
と診断され、同年 3 月中旬頃、Ｖは再入院した。
医師の指導を受けたＡ及びＢは、Ｖの退院後、イ

ンスリンの投与を再開し、Ｖは通常の生活に戻る
ことができた。しかし、Ｘは、Ａに対し、Ｖを病
院に連れて行き、インスリンの投与を再開したこ
とを強く非難し、Ｖの症状が悪化したのはＸの指
導を無視した結果であり、Ｘの指示に従わず病院
の指導に従うのであれば、Ｖは助からない旨繰り
返し述べた。このようなＸの働きかけを受け、Ａ
は、Ｖの生命を救い、1 型糖尿病を完治させるた
めには、Ｘを信じてインスリンの不投与等の指導
に従う以外ないと一途に考え、Ｘから請求される
がままに、多数回にわたり、Ｘに報酬として多額
の金銭を支払い続けるとともに、Ｘの治療法に半
信半疑の状態であったＢを説得して、同年 4 月 6
日、Ｘに対し、改めてＢと共に指導に従う旨約束
し、同日を最後にインスリン投与を中止した。
　その後、Ｖは、多飲多尿、体の痛み、身体がや
せ細るなどの症状を来し、ＡはＸに報告していた
が、Ｘは自身による治療の効果は出ているとして
インスリン不投与の指示を継続した。同月 26 日、
Ａの依頼によりＸはＶの状態を直接見たが、病院
で治療をさせようとせず、自身の治療によりＶは
完治したかのようにＡに伝えるなどし、Ａは、Ｖ
の状態が深刻になった段階に至っても、Ｘの指示
を仰いでＶを病院に連れて行こうとしなかった。
同月 27 日早朝、ＶはＡの妹が呼んだ救急車で病
院に搬送され、糖尿病性ケトアシドーシスを併発
した 1 型糖尿病に基づく衰弱により死亡した。
　上記事実につき、Ｘは、Ａ及びＢを道具として
本件犯行に及んだ旨の間接正犯（主位的訴因）と、
これが認められない場合として、Ａ及びＢと共謀
して本件犯行に及んだ旨の共謀共同正犯（予備的
訴因）として起訴された（Ａ及びＢは起訴されてい
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ない）。
　一審１）は、ＡはいわばＸの道具であるとともに、
Ｘにもその認識があった以上、Ａとの関係では、
Ｘに「インスリン不投与という実行行為の間接正
犯が認められる」とした。また、Ｘの指示に従う
決断をしたが道具とは認定できず、保護責任者遺
棄の認識・認容でインスリンを投与しなかったＢ
との関係では、「Ｘは、インスリンの不投与とい
う実行行為自体は行っていないから」、保護責任
者遺棄致死の範囲で共謀共同正犯が成立するとし
た。Ｘは控訴したが、二審２）は棄却した。
　これに対し、Ｘ側が上告した。

決定の要旨

　「上記認定事実によれば、被告人は、生命維持
のためにインスリンの投与が必要な 1 型糖尿病に
り患している幼年の被害者の治療をその両親から
依頼され、インスリンを投与しなければ被害者が
死亡する現実的な危険性があることを認識しなが
ら、医学的根拠もないのに、自身を信頼して指示
に従っている母親に対し、インスリンは毒であり、
被告人の指導に従わなければ被害者は助からない
などとして、被害者にインスリンを投与しないよ
う脅しめいた文言を交えた執ようかつ強度の働き
かけを行い、父親に対しても、母親を介して被害
者へのインスリンの不投与を指示し、両親をして、
被害者へのインスリンの投与をさせず、その結果、
被害者が死亡するに至ったものである。母親は、
被害者が難治性疾患の 1 型糖尿病にり患したこ
とに強い精神的衝撃を受けていたところ、被告人
による上記のような働きかけを受け、被害者を何
とか完治させたいとの必死な思いとあいまって、
被害者の生命を救い、1 型糖尿病を完治させるた
めには、インスリンの不投与等の被告人の指導に
従う以外にないと一途に考えるなどして、本件当
時、被害者へのインスリンの投与という期待され
た作為に出ることができない精神状態に陥ってい
たものであり、被告人もこれを認識していたと認
められる。また、被告人は、被告人の治療法に半
信半疑の状態ながらこれに従っていた父親との間
で、母親を介し、被害者へのインスリンの不投与
について相互に意思を通じていたものと認められ
る。
　以上のような本件の事実関係に照らすと、被告

人は、未必的な殺意をもって、母親を道具として
利用するとともに、不保護の故意のある父親と共
謀の上、被害者の生命維持に必要なインスリンを
投与せず、被害者を死亡させたものと認められ、
被告人には殺人罪が成立する。」

判例の解説

　一　本決定３）の位置づけ
　本決定は、自己の働きかけによって期待された
作為に出ることができない精神状態に陥っていた
者に被害者の生命維持に必要な措置をさせず、被
害者を死亡させたという事案につき、他人を道具
として利用したとして、殺人罪の成立を認めたも
のである。間接正犯の成立を認めた事例とも解さ
れるが、本件被告人を間接正犯とすることには問
題も多い。「道具として利用する」との言葉が間
接正犯を意味するかどうかはなお検討を要し、作
為による殺人の直接正犯と解する余地もある。

　二　間接正犯の成立範囲
　間接正犯とは、他人を利用した犯罪実現につき、
総則の共犯規定によらずに正犯として処罰しうる
場合をいう。ゆえに、間接正犯に関しては、他人
の行為を介した結果惹起について、利用者に正犯
責任が認められるのはいかなる場合か、正犯性の
根拠づけが問題となる。裁判例には、被利用者の
道具的性格に間接正犯の成立根拠を求めるものが
散見される４）。もっとも、道具性判断の基準や、
被利用者の道具性が認められる場合に利用者が正
犯として問責されうる理由は、必ずしも明らかで
はない。学説は、①利用者の行為の危険性や利用
者による行為支配を重視する立場と、②結果帰属
の観点から、被利用者が規範的障害となり得たか
否か、あるいは、被利用者の自律的決定が認めら
れるかに注目する立場とに大別される５）。もっと
も、①②の立場は必ずしも排斥し合うものではな
く、双方を考慮することが可能である。
　本決定は、Ａの道具性を認定するに当たり、「Ⅴ
にインスリンを投与しないよう脅しめいた文言を
交えた執ようかつ強度の働きかけを行」ったとい
うＸの行為と、「そのような働きかけを受け、Ｖ
を何とか完治させたいとの必死な思いとあいまっ
て、……インスリンの不投与等のＸの指導に従う
以外にないと一途に考えるなど」したＡの心理状
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態の双方を考慮しているため、上述の①②双方の
観点からＡの道具性を基礎づけたものと考えられ
る。支配等の程度について、判例は、利用者が心
理的に被害者を追い詰めることで被利用者が利用
者の指示以外の行為を選択できない程度に意思決
定を阻害された場合、道具性を肯定している６）。
ゆえに、本決定は道具性自体に関する従来の判断
枠組みから外れるものではない。

　三　不作為を利用した間接正犯？
　もっとも、本件の場合、Ｘが利用したとされる
Ａの行為が、期待された作為をしないこと、つま
り、Ｖにインスリンを投与するという行為の不作
為である点には注意が必要である。不作為の利用
に間接正犯を肯定した裁判例は見当たらず、また、
そのような類型を肯定することには、以下のよう
な難点が存在するからである。
　すなわち、不作為による犯罪実現について利用
者を不作為正犯として問責するのであれば、問責
される利用者自身に作為義務等の要件が認められ
る必要がある。間接正犯は他人（＝被利用者）の
行為を介して自ら犯罪を実現するものであるが、
利用者が当該犯罪の正犯たりうるか否かは、被利
用者の行為について当該犯罪の構成要件該当性が
認められるかどうかとは別である７）。しかも、―
―たとえば、救助行為を行っている他人を監禁す
るなど――物理的ないし心理的拘束がなされるこ
とによっておよそ他人（被利用者）が期待された
作為を行う可能性がないのであれば、他人の行為
を構成要件該当的な不作為と評価することもでき
ない。他方で、かりに利用者に作為義務が認めら
れるのであれば、利用者自身の不作為による直接
正犯である。間接正犯の成否を考慮する余地はな
い。
　本件において、Ｖの生命維持に必要な「インス
リンを投与せず」にＶを死亡させた点がＸの責任
を基礎づけるというのであれば、「インスリンを
投与する」という作為義務がＸ自身に認められる
必要がある。たしかに、本決定では、ＸがＶの治
療をその両親であるＡ及びＢから依頼され、引き
受けたという事情に言及されている。しかし、そ
れによって積極的にＸの作為義務を根拠づける趣
旨か否かは不明であり、むしろ本決定は、「両親
をして、被害者へのインスリンの投与をさせず」
とも述べている。もっとも、作為義務を基礎づけ

るものではないのなら、後述のように保護責任者
であるＢとの共同正犯を根拠づける際、刑法 65
条が適用されるはずであるが、それもなされてい
ない。他方で、本件Ｘに作為義務が認められるの
であれば、Ｘを間接正犯とする理由はない。Ｘ自
身の不作為（Ｖにインスリンを投与しなかったこと）
について正犯責任を直接に基礎づければ足りる。
いずれにせよ、Ｘを問擬するに当たり、Ａの不作
為を利用した間接正犯とする余地はない。

　四　救助的因果経過の中断と結果との因果関係
　そもそも、本件においてＸが違反した法規範は、

「インスリンを投与せよ」という命令規範ではな
く「インスリンの投与を阻止してはいけない」と
いう禁止規範であると評価する方が自然である８）。
Ｘは、Ｖの治療を依頼されたとはいえ、全面的に
Ｖの保護を委ねられていたといえるほどの事情は
見当たらず、また、Ｘの指示以前に、Ｖに対する
救助（インスリン投与）はＡによって始動されて
いたからである。
　ゆえに、本件では、Ａによって始動されていた
はずの救助的な因果経過を中断した行為９）、つま
り、インスリン投与により生命が維持されていた
Ｖへのインスリン投与の阻止行為が問責の対象で
あり、そのような阻止行為とＶの死亡結果との因
果関係こそ検討されるべきであった。従前の判例
においても、被告人を妄信する被害者に対し、被
害者自身による救助行為を阻害する指示を出すこ
とによって同人を死亡させたケースでは、「被告
人の行為は、それ自体が被害者の病状を悪化させ、
ひいては死亡の結果をも引き起こしかねない危険
性を有していた」として、被害者の妄信ではなく、
被告人の指示行為（作為）の危険性及び結果との
因果関係だけが問題とされている（柔道整復師事
件）10）。
　救助的因果経過を中断する行為、それも、救助
の阻止行為と結果との因果関係については、それ
がなければ結果が生じなかったという条件公式を
充たすがゆえに「作為」であり、すでに始動して
いる結果を回避するための因果経過が断絶させら
れ、結果が発生していることをもって因果関係を
肯定する見解が有力である 11）。本件における問
題は、阻止行為による救助的因果経過の中断が、
物理的な強制力ではなく、救助意思ある者に対す
る心理的拘束によって実現されており、行為の危
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険性判断において間接正犯類似の事情が認められ
る点及び、完全には心理的支配を受けていない作
為義務者（Ｂ）の不作為が介在している点である。
　もっとも、本件ＸのＡに対する強制支配やＡの
規範的耐性の程度に鑑みれば、Ｘによる執拗な指
示行為自体が、Ｖに対する生命維持措置を阻止し、
同人を糖尿病性ケトアシドーシスの併発によって
死亡させる危険を創出したと評価することは可能
である。Ｂの不作為が介在していた点も、Ｘの上
記行為にはＢが心理的に躊躇することによって
義務を果たさない（生命維持措置を行わない）危険
を認めることができ、かつ、Ｂの不作為は何ら新
たな危険性を持ち込むものではないため問題はな
い。ゆえに、本件Ｖの死亡結果は、Ｘによる指
示行為（救助の阻止行為）の危険の現実化といえ、
両者の間の因果関係が肯定されうる。

　五　その他の問題点
　本決定は、不保護の故意であるＢとの共同正犯
の成立を肯定する。明確には述べられていないが、
その是認する一・二審は、Ｂにつき、「保護責任
者遺棄致死の限度での」共同正犯の成立を認めて
いるため、以下の諸点が問題となる。
　まず、故意を異にする者の間での共同正犯の成
立範囲である。一・二審の示す通りであれば、本
決定も、一般に判例の立場と解されている 12）部
分的犯罪共同説に立つものと思われる。なお、本
件Ｖの死亡結果が不保護の故意であるＢの不作為
によって発生したものであり、Ｘに成立するのは
殺人未遂罪にとどまりうるのではないかは、問題
にならないというべきである。前述の通り、本件
はＸの指示行為とＶの死亡結果との因果関係を肯
定しうる事案であって、起訴すらされていないＢ
との共謀共同正犯を基礎づける必要はない。また、
身分犯である保護責任者遺棄致死罪の共同正犯の
成立を基礎づけるのであれば、刑法 65 条を適用
すべきであった。
　問題は、Ｘが「未必的な殺意をもって、……不
保護の故意のあるＢと共謀の上」とされた点であ
る。一審判決の「量刑の理由」で述べられている
ように、Ｘが本件犯行に及んだ理由は「難病治療
ができるとしてきた自分の権威や生活を守ること
や、金銭を得ようとする」点に認められる。ゆえに、
一・二審判決の認定通り、ＸのＶを死亡させる「意
図」は否定されうる。しかし、Ｘは「Ｖが死亡し

てしまうこと」におよそ無関心であっただけで、
「死亡してしまう」ことの確定的認識がなかった
わけではなかろう。しかし、本件の認定はＸの確
定的認識を否定するものとはなっていない。未必
的殺意にとどまるものであれば、「不保護の故意」
とされるＢとの認識内容の差異が基礎づけられな
いという点でも問題が残る 13）。
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